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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯医療機器（１１４）と移動通信装置（１１２）を使用して医療データを監視するため
の方法であって、該携帯医療機器（１１４）および移動通信装置（１１２）はそれぞれデ
ータ転送のための少なくとも１つのインタフェース（１２６、１３６）を備え、前記方法
が、
ダウンロードリンク（１４４）を前記移動通信装置（１１２）とダウンロードサーバ（１
４６）のあいだで確立し、
通信ソフトウェアパッケージを、前記ダウンロードサーバ（１４６）に記憶されている、
移動通信装置（１１２）と携帯医療機器（１１４）のあいだのデータ転送を制御するため
の複数の通信ソフトウェアパッケージから、移動通信装置（１１２）の種類と携帯医療機
器（１１４）の種類にしたがって選択し、
前記通信ソフトウェアパッケージを前記ダウンロードサーバ（１４６）から前記移動通信
装置（１１２）にダウンロードし、
前記通信ソフトウェアパッケージを前記移動通信装置（１１２）上にインストールする
工程を含み、前記移動通信装置（１１２）が、携帯電話（１１２）、パーソナルデジタル
アシスタント（ＰＤＡ）またはハンドヘルドコンピュータのうちの少なくとも１つを備え
、
前記工程が、
少なくとも１つの第１の医療情報を、データ伝送によって前記携帯医療機器（１１４）と
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移動通信装置（１１２）との間で交換する工程と、
少なくとも１つの評価アルゴリズムを、前記移動通信装置（１１２）によって、前記少な
くとも１つの第１の医療情報に適用する工程と、
アップロードリンク（１４８）を前記移動通信装置（１１２）と医療ケアサーバ（１５０
）のあいだに確立し、
少なくとも１つの第２の医療情報を前記移動通信装置（１１２）と前記医療ケアサーバ（
１５０）のあいだで交換する工程と、
前記医療ケアサーバ（１５０）が、少なくとも１つの評価アルゴリズムを前記第２の医療
情報に適用する工程を含み、
前記少なくとも１つの第２の医療情報が、前記第１の医療情報から抽出されてなることを
特徴とする方法。
【請求項２】
前記第２の医療情報が、前記第１の医療情報から選択され、
前記第２の医療情報が、ユーザ識別番号の追加データを含む、および／または
前記第２の医療情報が、医療ケアサーバ（１５０）から移動通信装置（１１２）への、患
者が自身の医師に相談すべきことを示す情報、または重大な病状が発生したことを示す情
報を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記方法が、前記少なくとも１つの第１の医療情報が前記移動通信装置（１１２）のデー
タベースに記憶される工程をさらに含む請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
前記ダウンロードリンク（１４４）が無線接続（１４０）を備える請求項１～３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項５】
前記移動通信装置（１１２）と前記携帯医療機器（１１４）のあいだの前記データ転送が
無線データ転送を備える請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
前記移動通信装置（１１２）の種類が、前記ダウンロードサーバ（１４６）によって好ま
しくは自動的に検出され、前記複数の通信ソフトウェアパッケージからの選択がユーザに
提供され、前記選択が前記移動通信装置（１１２）の種類に適した通信ソフトウェアパッ
ケージを備える請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
電子メッセージが前記移動通信装置（１１２）に送信され、前記電子メッセージが前記ダ
ウンロードサーバ（１４６）上のダウンロード位置を定めるダウンロードアドレスを備え
ることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
前記方法がさらに、少なくとも１つの医療ユーザ情報を、好ましくは、ディスプレイ（１
２２）上に前記少なくとも１つの医療ユーザ情報を表示することによって、前記移動通信
装置（１１２）によって患者にグラフィックでおよび／または音響により提示する工程を
含む請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
携帯医療機器（１１４）と移動通信装置（１１２）を使用して医療データを監視するため
の方法であって、
前記方法が、
ダウンロードリンク（１４４）を前記移動通信装置（１１２）とダウンロードサーバ（１
４６）のあいだに確立し、
少なくとも１つの第１の医療情報を、データ伝送によって前記携帯医療機器（１１４）と
移動通信装置（１１２）との間で交換する工程、
アップロードリンク（１４８）を前記移動通信装置（１１２）と医療ケアサーバ（１５０
）のあいだに確立し、
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少なくとも１つの第２の医療情報を前記移動通信装置（１１２）と前記医療ケアサーバ（
１５０）のあいだで交換する工程と、
前記医療ケアサーバ（１５０）が、少なくとも１つの評価アルゴリズムを前記第２の医療
情報に適用する工程を含み、
前記少なくとも１つの第２の医療情報が、前記第１の医療情報から抽出され、
アップロード通信ソフトウェアパッケージを、前記移動通信装置（１１２）から医療ケア
サーバ（１５０）に少なくとも１つの第３の利用情報をアップロードするための複数のア
ップロード通信ソフトウェアパッケージから選択し、前記医療ケアサーバ（１５０）およ
びダウンロードサーバ（１４６）が別々のサーバであり、前記選択が前記移動通信装置（
１１２）の種類にしたがって、
前記アップロード通信ソフトウェアパッケージを前記移動通信装置（１１２）にダウンロ
ードし、
前記アップロード通信ソフトウェアパッケージを前記移動通信装置（１１２）にインスト
ールする工程を含む方法。
【請求項１０】
前記第２の医療情報が、前記第１の医療情報から選択され、
前記第２の医療情報が、ユーザ識別番号の追加データを含む、および／または
前記第２の医療情報が、医療ケアサーバ（１５０）から移動通信装置（１１２）への、患
者が自身の医師に相談すべきことを示す情報、または重大な病状が発生したことを示す情
報を含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項１１】
前記方法がさらに、前記少なくとも１つの第３の医療情報を前記医療ケアサーバ（１５０
）にアップロードする工程を含む請求項９または１０記載の方法。
【請求項１２】
前記方法が、電子メッセージ、好ましくはワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡ
Ｐ）プッシュメッセージを前記移動通信装置（１１２）に送信する工程をさらに含み、前
記電子メッセージが前記ダウンロードサーバ（１４６）上のダウンロード位置を定めるダ
ウンロードアドレスを備える請求項９～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
医療データを監視するためのシステムであって、前記システムが携帯医療機器（１１４）
と、移動通信装置（１１２）と、ダウンロードサーバ（１４６）とを備え、
前記携帯医療機器（１１４）および前記移動通信装置（１１２）が、それぞれデータ転送
により、前記携帯医療機器（１１４）と前記移動通信装置（１１２）との間で第１の医療
情報を交換するための少なくとも１つのインタフェース（１２６、１３６）を備え、
前記移動通信装置（１１２）および前記ダウンロードサーバ（１４６）が、ダウンロード
リンク（１４４）を、前記移動通信装置（１１２）と前記ダウンロードサーバ（１４６）
のあいだに確立するための手段を備え、
前記移動通信装置および医療ケアサーバ（１５０）が、アップロードリンク（１４８）を
、前記移動通信装置（１１２）と前記医療ケアサーバ（１５０）とのあいだに確立するた
めの手段を備え、
移動通信装置（１１２）と携帯医療機器（１１４）のあいだのデータ転送を制御するため
の複数の通信ソフトウェアパッケージが、前記ダウンロードサーバ（１４６）に記憶され
、
前記移動通信装置（１１２）および／または前記ダウンロードサーバ（１４６）が、移動
通信装置（１１２）および／または携帯医療機器（１１４）のどの種類が使用されるのか
に関する情報を交換するための手段と、前記複数の通信ソフトウェアパッケージから相応
して適切な通信ソフトウェアパッケージを選ぶための手段とを備え、
前記移動通信装置（１１２）および／または前記医療ケアサーバ（１５０）が、前記移動
通信装置（１１２）と前記医療ケアサーバ（１５０）とのあいだで、少なくとも１つの第
２の医療情報を交換するための手段を備え、前記医療ケアサーバ（１５０）が、少なくと
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も１つの評価アルゴリズムを前記第２の医療情報に適用し、前記第２の医療情報が前記第
１の医療情報から抽出されてなることを特徴とする
システム。
【請求項１４】
前記第２の医療情報が、前記第１の医療情報から選択され、
前記第２の医療情報が、ユーザ識別番号の追加データを含む、および／または
前記第２の医療情報が、医療ケアサーバ（１５０）から移動通信装置（１１２）への、患
者が自身の医師に相談すべきことを示す情報、または重大な病状が発生したことを示す情
報を含むことを特徴とする請求項１３記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯医療機器および移動通信装置を使用して医療用データを監視するための
方法に関する。本発明はさらに、医療用データを監視するためのシステムに関し、前記シ
ステムは携帯医療機器および移動通信装置を備える。本発明による前記方法およびシステ
ムは、たとえば血糖値情報、血圧情報、コレステロール値情報、および／または凝固物情
報を監視するために適用されるか、またはインシュリン薬物療法に関する情報転送に適用
される。本発明による前記方法およびシステムは、１つまたは複数の医療施設を備える在
宅治療医療システム等の在宅治療医療システムの枠組みの中で適用される。
【背景技術】
【０００２】
　医療治療およびヘルスケアの多くの分野では、特定の体の機能の監視が必要とされてい
る。従って、たとえば、糖尿病を患っている患者の場合、血糖値の規則正しい検査は日課
の不可欠な一部を形成している。血糖値は、特定の範囲を超えた場合にすぐに反応するよ
うに薬物投与を開始するために、毎日数回迅速かつ確実に決定されなければならない。患
者の日課に甚だしく支障をきたすことのないために、多くのケースでは、携帯医療機器が
使用される。多様な体の機能を監視する多数の携帯医療機器が市販されている。
【０００３】
　それにも関わらず、携帯医療機器の使用は、おもに、携帯医療機器の取り扱いが複雑な
ことがあるという事実に起因するいくつかの危険を伴い、おもに年配の患者または幼児に
とっては取り扱いの失敗につながり、従って不十分な監視結果または間違った監視結果に
さえつながることがある。さらに、携帯医療機器を扱う患者の大部分は医療訓練を受けて
おらず、携帯医療機器を使用することにより獲得される医療データの解釈は必ずしも容易
ではない。従って、多くの場合は、患者は定期的に短い時間間隔で自らの医師または他の
衛生コンサルタントに会うことが必要とされる。
【０００４】
　医師への必要な訪問の頻度、または固定した入院さえも削減するために、近年、在宅医
療という考えが人気を得てきた。このようにして、たとえば、インターネットまたは無線
通信ネットワーク等の通信ネットワークの遍在だけではなく、携帯電話等の移動通信装置
の可用性が、携帯医療機器および医療施設に医療データを転送するためのデータ転送シス
テムを使用して家庭で患者を監視することを可能にする医療ケアシステムの発展につなが
ってきた。
【０００５】
　米国第５５４４６６１号は、携帯装置および電話局を含む患者監視システムを開示して
いる。前記携帯装置は患者に接続されているＥＣＧおよび光電脈波計、不整脈解析装置、
事前に確立された重大なパラメータセットが超えたかどうかを判断するためのエキスパー
トシステム、および重大なパラメータセットが超えたときに公衆携帯電話網を介して電話
局に自動的に連絡するための無線広域通信装置を含んでいる。電話局に連絡が取られると
、患者のＥＣＧ波形、測定値、およびトレンドが集中監視室に送信され、患者と電話局の
あいだの双方向音声チャネルが自動的に開放される。
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【０００６】
　米国第５５４４６６１号に開示されている前記システムは健康管理費用の削減、同時に
助けることができるかもしれない第三者によって気付かれることなく健康の重大かつ突然
の悪化に苦しむ患者のリスクの削減への第一歩を意味している。それにも関わらず、米国
第５５４４６６１号に説明されているシステムはきわめて複雑で、費用が大きく、従って
心臓発作の危険性の高まり等の、おもに重病に苦しむ重篤な患者に適している。前記シス
テムの構成要素は、移動患者監視システム内で適用されるためには、適切なハードウェア
変型およびソフトウェア変型を標準的な装置に統合することによって適応されなければな
らない。従って、血圧監視または血糖値監視等の多くの「日々の」目的にとって、米国第
５５４４６６１号に記載されているシステムは健康監視システムのための許容費用の枠を
超えている。
【０００７】
　国際公開第９７／２８７３６号パンフレットは、測定値を活用することにより患者の健
康を監視するための方法を開示している。この方法は、患者の健康を監視する人物が利用
できるデータ処理システムへの無線データ伝送リンクを活用する通信装置を介した、患者
を治療する人物への測定の結果の供給を備える。患者の健康は、データ処理システムに記
憶されているデータによって監視される。
【０００８】
　具体的には、国際公開第９７／２８７３６号パンフレットは、糖尿病患者の健康の自己
療法および監視に関係する。
【０００９】
　同様に、ＥＰ第０９７０６５５５Ａ１号は、血液中のグルコースを解析するため、およ
び一連の値を提供するためのアナライザを有する縮小サイズの携帯装置を開示している。
この値はマイクロプロセッサによって元の位置で処理し、グルコースアナライザに接続さ
れているパーソナルコンピュータの画面に表示できる。この装置を備える患者向けのテレ
マティック制御システムは、携帯装置で計算されるデータが、やはりマイクロプロセッサ
およびアナライザと相互接続されている携帯電話を通してデータの遠隔解釈のために電話
局に送信されるであろうと規定する。ＥＰ第０９７０６５５Ａ１号に開示されているシス
テムは次の４つの基本要素から構成されている。つまり、中央ユニット、実験室端末、医
師の装置、および患者の端末である。前記患者の端末は、単一の装置の中で統合される血
糖自動アナライザ、互換性のあるパソコン、およびデジタル携帯電話装置（ＧＳＭ）から
構成されている。
【００１０】
　国際公開第９７／２８７３６号パンフレットに開示されているシステムと、ＥＰ第０９
７０６５５Ａ１号に開示されているシステムの両方とも、複雑度および費用が削減された
移動健康管理システムに対する第一歩を提供している。パソコンおよびデジタル携帯電話
等の毎日使用する装置は、患者と医療施設のあいだで医療情報を交換するために使用され
る。それにも関わらず、国際公開第９７／２８７３６号およびＥＰ第０９７０６５５Ａ１
号に開示されるシステムは、依然として複数の不利な点を含んでいる。従って、携帯デジ
タル電話は、健康監視システムの中で適用可能であるために特に適応されなければならな
い。従って、携帯電話は、血糖自動アナライザと通信できるために適切なソフトウェアお
よび／またはハードウェアを備えなければならない。このために、多くのケースでは、携
帯デジタル電話は、分解されるために、およびたとえばソフトウェアを携帯電話のＥＥＰ
ＲＯＭの中に送り込むために、専門の健康管理プロバイダに出荷されなければならない。
代りに、または加えて、ソフトウェアは適切なソフトウェアを含む新しいＳＩＭカードを
使用するＳＩＭカードを交換することによってプログラミングできる。この方法はかなり
時間がかかり、高価である。さらに、デジタル携帯電話または特定の医療監視装置等の装
置のサービス寿命は多くの場合数ヶ月を超えないため、この方法の柔軟性はかなり低い。
この場合、デジタル携帯電話または携帯医療機器を交換後、携帯医療機器および／または
デジタル携帯電話をプログラミングする決められた動作は繰り返されなければならず、従
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ってさらに費用を増やす。さらに、最高水準の技術で開示されているシステムは、新しい
携帯医療機器のように、システムの新しい「メンバー」に「開かれる」ように設計されて
いない。従って、大部分のケースでは、特定の組の携帯医療機器とデジタル携帯電話だけ
が結合できる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、携帯医療機器および移動通信装置を使用して医療データを監視するための方法
を提供することが本発明の目的であり、当該方法は前述された最高水準の技術から公知の
さらに、方法の不利な点を回避する。医療データを監視するためのシステムを開示するこ
とは本発明の目的であり、当該システムは最高水準の技術から公知の医療データを監視す
るためのシステムを改善する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による方法は、携帯医療機器および移動通信装置を使用して医療データを監視す
るために適用可能であり、これらの装置のそれぞれはデータ転送のための少なくとも１つ
のインタフェースを備える。この関連では、表現「監視する」は多岐に亘る意味を備える
。従って、監視することは、データ、好ましくは医療データの交換、データの評価および
／または妥当性検査、データの（前）処理、データの視覚化、誰かにデータを注目させる
こと、および／または所定の状態がデータによって達成された場合に、警告機能または治
療のような特定のプロセスを開始することを備える。
【００１３】
　前記移動通信装置は、基本的に任意の種類の移動通信装置または移動通信装置の任意の
組み合わせを備える。好ましくは、前記移動通信装置は携帯電話および／またはパーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）および／またはハンドヘルドコンピュータを備える。
好ましくは、前記移動通信装置は、移動通信ネットワークを介して通信するために備えら
れる。
【００１４】
　前記携帯医療機器は、基本的に任意の携帯医療機器、好ましくは患者の医療データを監
視する、および／または治療を患者に適用するための医療機器を備える。さらに、携帯医
療機器の組み合わせが使用される。好ましくは、前記携帯医療機器はグルコース測定器、
好ましくは血糖測定器、および／またはコレステロール計、および／または血圧計、およ
び／または凝結計、および／またはインシュリンポンプを備える。
【００１５】
　前記方法は、以下に示される順序で実行される必要がない、以下の工程を備える。以下
に一覧表示されていない追加の工程が追加で実行される。工程は繰り返し実行される、ま
たは複数の工程は同時に実行される。
【００１６】
　第１のプロセス工程では、ダウンロードリンクが前記移動通信装置とダウンロードサー
バのあいだに確立される。好ましくは、前記ダウンロードリンクは、たとえばＧＳＭネッ
トワークのようなデジタル無線ネットワーク等の公衆移動通信ネットワークを使用する無
線ダウンロードリンクを備える。前記移動通信装置と前記ダウンロードサーバ間での前記
ダウンロードリンクの確立の開始は考えられる複数の方法により実行される。従って、患
者は、前記ダウンロードリンクの確立を開始するために所定の電話番号に電話する。さら
に、電子メッセージ、好ましくはワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）プッ
シュメッセージが、たとえば前記ダウンロードサーバによって前記移動通信装置に送信さ
れ、前記電子メッセージは前記ダウンロードサーバ上のダウンロード位置を定義するダウ
ンロードアドレスを備える。このダウンロードアドレスは、たとえば、インターネットプ
ロトコル（ＩＰ）アドレスおよび／またはユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を備
える。前記ダウンロードサーバは、好ましくは、医療施設の一部である、または移動通信
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装置製造メーカおよび／または携帯医療機器製造メーカによって提供されるサーバのシス
テムの一部である。
【００１７】
　第２の工程では、通信ソフトウェアパッケージは、前記ダウンロードサーバに記憶され
ている、移動通信装置と携帯医療機器のあいだのデータ転送を制御するための複数の通信
ソフトウェアパッケージから選ばれる。通信ソフトウェアパッケージのこの選択は、移動
通信装置の種類および／または患者（ユーザ）によって使用される携帯医療機器の種類に
依存する。従って、たとえば、ユーザは移動通信装置種類のリスト、および携帯医療機器
の種類のリストから選択する。代りに、または加えて、前記ユーザの移動通信装置の前記
種類は、好ましくは自動的に、前記ダウンロードサーバによって検出される。このために
、前記方法は前記移動通信装置の前記種類の情報を備える「種類情報」を前記ダウンロー
ドサーバに送信する工程を含んでよい。本発明のこの実施形態は、移動通信装置の前記ユ
ーザの種類に適した通信ソフトウェアパッケージだけが提供されるように、前記ダウンロ
ードサーバが前記ユーザに提供される通信ソフトウェアパッケージの前記選択肢を自動的
に狭めることができるようにする。この場合、前記ユーザは、前記ユーザの移動通信装置
と前記ユーザの携帯医療機器のあいだの前記通信に適した通信ソフトウェアパッケージを
ダウンロードするために、携帯医療機器のリストから選択しさえすればよい。
【００１８】
　前記通信ソフトウェアパッケージは、たとえば自動インストールソフトウェアパッケー
ジ等の、前記移動通信装置と前記携帯医療機器のあいだの前記データ転送を制御するため
のソフトウェアパッケージを備える。従って、前記に示されたように、前記移動通信装置
と前記携帯医療機器の両方ともそれぞれデータ転送用の少なくとも１つのインタフェース
を備える。好ましくは、このインタフェースは無線データ転送のための少なくとも１つの
インタフェースを備える。従って、最も好ましくは赤外線通信協会（ＩｒＤＡ）標準リン
クを使用する、たとえば赤外線データ転送が使用できる。当該インタフェースに代えて、
または加えて、ブルーツースデータ転送用および／または近接場通信（ＮＦＣ）データ転
送用のインタフェースを備えることが好ましい。無線周波数データ転送リンクが使用され
る。さらに、当該インタフェースに代えて、または加えて、通信ケーブルまたはインタフ
ェースケーブルによるデータ転送等のハードウェアをベースにしたデータ転送手段が使用
される。このようにして、通信ソフトウェアパッケージを使用して、データは前記携帯医
療機器と前記移動通信装置のあいだで一方向にまたは双方向に交換される。従って、医療
データは前記携帯医療機器から前記移動通信装置に送信できる。同様に、他のデータだけ
ではなく、測定を開始するためのコマンドを示す信号等の制御信号も前記移動通信装置か
ら前記携帯医療機器に送信できる。
【００１９】
　さらに、本発明による前記方法は、前記ダウンロードサーバから前記移動通信装置に前
記通信ソフトウェアパッケージをダウンロードする工程を備える。前記通信ソフトウェア
パッケージは、たとえば、前記移動通信装置の中のおよび／または別のコンピュータ装置
の上の記憶媒体に記憶される。追加の工程では、前記通信ソフトウェアパッケージは、前
記移動通信装置上にインストールされる。前述されたように、前記インストール工程には
自動的に実行される、またはユーザによって開始されるアクションが含まれ得る。従って
、たとえば通信ソフトウェアパッケージをインストールする前に、前記ユーザは、たとえ
ば前記移動通信装置の特定のキーを活性化することによって前記インストールを開始する
許可を要求される。
【００２０】
　最高水準の技術から公知の方法と比較して、本発明による前記方法は多くの優位点を提
供する。従って、本発明による前記方法は、前記移動通信装置の選択肢、および前記携帯
医療機器の選択肢に関する高い柔軟性を提供する。前記患者またはユーザは多様な種類ま
たはモデルの装置のあいだで容易に切り替えることができる。装置変更の場合には、前記
ユーザは、自分が使用することを意図する前記移動通信装置と前記携帯医療機器のあいだ
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の前記通信を可能にするために、前記ダウンロードサーバから新しい通信ソフトウェアパ
ッケージをダウンロードしさえすればよい。多くの携帯医療機器および移動通信装置がＩ
ｒＤＡインタフェース等の標準化されたインタフェースを使用しているため、ハードウェ
アの変更は必要とされない。従って、ソフトウェアモジュールを交換するため、および特
殊な医療機器との通信のために、前記移動通信装置を適応させるために前記移動通信装置
をプロバイダに出荷することはもはや必要とされない。
【００２１】
　前記ダウンロードサーバから前記通信ソフトウェアパッケージをダウンロードするため
に、プロバイダのサーバから携帯電話に着メロをダウンロードすることから公知の手順等
の簡略なダウンロード手順が使用できる。従って、本発明による前記方法は移動健康管理
システムの適用性を著しく高め、このようにして健康管理費を削減し、日常生活における
患者の監視を改善する。
【００２２】
　本発明による前記方法は、多くの方法で拡張または改善できる。従って、前記方法は、
少なくとも１つの第１の医療情報が前記携帯医療機器と前記移動通信装置のあいだでデー
タ転送によって交換される工程を備える。従って、少なくとも１つの診断情報が、好まし
くは前記携帯医療機器から前記移動通信装置への伝送によって交換される。前記第１の医
療情報は複数の種類の情報を備える。従って、前述されたように、前記データ転送は前記
移動通信装置と前記携帯医療機器のあいだの各方向で一方向であってもよく、また双方向
であってもよい。従って、前記移動通信装置は測定を開始するため、および／または前記
携帯医療機器をプログラミングするために使用される。さらに、医療測定の測定値情報等
の医療情報は前記携帯医療機器から送信される。従って、グルコースレベル情報、好まし
くは血糖値情報および／または血圧情報、および／またはコレステロール値情報、および
／または凝固情報が送信される。さらに、測定時間、好ましくは特定の医療情報の測定に
関する時点が送信される。さらに、インシュリンポンプをプログラミングするための投与
量情報等のインシュリン薬物療法のための服用量情報が、この場合には好ましくは前記移
動通信装置から前記携帯医療機器への方向で送信される。
【００２３】
　前記少なくとも１つの第１の医療情報は、前記移動通信装置上のデータベースに記憶さ
れる。従って、前記移動通信装置はデータベースソフトウェアを備える。このデータベー
スソフトウェアは、たとえば、前記通信ソフトウェアパッケージと前記同じダウンロード
サーバからダウンロードされる、または別のダウンロードサーバからダウンロードされる
。ダウンロードの方法は前記に一覧表示された前記通信ソフトウェアパッケージの前記ダ
ウンロードに類似する。さらに、前記データベースソフトウェアは前記ダウンロードサー
バからダウンロードされる前記通信ソフトウェアパッケージの一部であってもよい。
【００２４】
　前記データベースソフトウェアに加えて、または代りに、他の種類のソフトウェアアル
ゴリズムが前記第１の医療情報に適用される。従って、少なくとも１つの評価アルゴリズ
ムは、前記移動通信装置によって前記少なくとも１つの第１の医療情報に適用される。前
記データベースソフトウェアと同様に、この評価アルゴリズムは、前記通信ソフトウェア
パッケージおよび／または前記データベースソフトウェア等の前記に一覧表示されたソフ
トウェアモジュールとは別個であってもよく、または一部であってもよい。さらに、前記
少なくとも１つの評価アルゴリズムは、前記同じダウンロード工程または別のダウンロー
ド工程の中で、前記同じダウンロードサーバから、または別のダウンロードサーバからダ
ウンロードされる。
【００２５】
　前記少なくとも１つの評価アルゴリズムは、たとえば、前記少なくとも１つの第１の医
療情報を処理する、または前処理するためのアルゴリズムを提供する。この処理は、所定
の血糖値範囲との血糖値の比較等、前記少なくとも１つの第１の医療情報の特定のユーザ
に特殊な範囲との比較を含み、加えて、特定のレベルを超えたときにユーザに警告する警
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告機能を備える。さらに、データの前記処理は平均化アルゴリズム、フィルタリングアル
ゴリズムおよび他の類似するアルゴリズムを備える。
【００２６】
　さらに、前記評価アルゴリズムとは別に、または一部である、少なくとも１つの医療ユ
ーザ情報が前記移動通信装置によって患者にグラフィックでおよび／または音響により提
示できる。従って、前記少なくとも１つの医療ユーザ情報はディスプレイにグラフィック
表示されてもよく、このようなディスプレイは前記移動通信装置の中に統合されている。
代りにまたは加えて、たとえば追加の評価および／または記憶のためにパーソナルコンピ
ュータまたはラップトップにダウンロードされてもよく、前記データベースに記憶される
データ等のデータは、別のコンピュータに転送できる。
【００２７】
　本発明による前記方法は、前記移動通信装置と医療ケアサーバのあいだにアップロード
リンクを確立する工程を加えることによってさらに拡張される。前記医療ケアサーバは、
前記ダウンロードサーバと同一であっても一部であっても、または別のサーバを備えても
よい。一例として、前記医療ケアサーバは病院または医療施設に位置するサーバシステム
の一部であってもよい。従って、前記移動通信装置と前記医療ケアサーバのあいだに前記
アップロードリンクを確立した後に、少なくとも１つの第２の医療情報が前記移動通信装
置と前記医療ケアサーバのあいだで交換されてもよい。前記移動通信装置と前記医療ケア
サーバのあいだで交換されるこの少なくとも１つの第２の医療情報は、前述された前記第
１の医療情報と同一であってもよい。また、関連性があると見なされる前記第１の医療情
報からの選択等の前記少なくとも１つの第１の医療情報からの抽出であってもよい。従っ
て、前記少なくとも１つの第１の医療情報は、前記移動通信装置と前記医療ケアサーバ間
で転送されるデータ量を削減するために、データ削減の目的で前処理されることがある。
【００２８】
　加えてまたは代りに、前記医療ケアサーバと前記移動通信装置間で交換される前記少な
くとも１つの第２の医療情報は、ユーザ識別番号または類似するデータ等の追加データを
備える。前記移動通信装置と前記携帯医療機器のあいだの前記通信に同様に、前記移動通
信装置と前記医療ケアサーバのあいだの前記データ交換は各方向で一方向であってもよい
、または双方向であってもよい。従って、たとえば前記移動通信装置から前記医療ケアサ
ーバに送信された前記少なくとも１つの第２の医療情報の一部が重大な病状が発生したこ
とを示す場合に、たとえば、前記少なくとも１つの第２の医療情報は、前記患者が自分の
医師に相談することを示す、前記医療ケアサーバから前記移動通信装置に送信される情報
を備える。
【００２９】
　前記移動通信装置と前記医療ケアサーバのあいだでの前記少なくとも１つの第２の医療
情報の前記交換は、たとえばショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージの交換を
備える。従って、前記移動通信装置と前記医療ケアサーバのあいだのデータ交換の量は、
標準ＳＭＳメッセージを使用することにより最小に削減されてよく、それによって通信チ
ャネルリソースは解放される。
【００３０】
　前記移動通信装置と前記医療ケアサーバのあいだの前記少なくとも１つの第２の医療情
報の前記交換の前記実施形態は、前記患者の移動健康管理システムへの完全な統合を可能
にする。前記少なくとも１台の医療ケアサーバは前記患者の医師によって、前記医師がい
つでもまたはどこででも前記患者の健康状態に関する情報にアクセスするためにアクセス
可能であってもよい。加えて、または代りに、前記医療ケアサーバは、たとえば長期監視
または患者の健康を可能にするために、評価アルゴリズム、および／またはデータベース
アプリケーション等の評価手段を備える。さらに、前記健康管理サーバは、測定された健
康状態に応えて、たとえばインシュリン投与量に関する情報または自動警告等の治療に関
する情報を前記移動通信装置に送信してもよい。前記インシュリン投与量情報または他の
薬物療法情報は、前記医療ケアサーバから前記移動通信装置に、および連続して前記移動
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通信装置から前記携帯医療機器に送信される。このようにして、好ましくは自動的に、前
記方法は前記患者の健康状態の重大な変化に対する超高速の反応を可能にする。従って、
本発明による前記方法は、頻繁な入院の必要性を削減することにより前記健康管理のリス
クを削減し、健康管理のための前記費用を削減する。
【００３１】
　本発明の精神および範囲の中で、携帯医療機器および移動通信装置を使用して医療デー
タを監視するための前記第２の方法が提案されている。前記携帯医療機器および前記移動
通信装置が、前述された前記第１の方法においてのように備えられる。本発明による前記
第２の方法は、再び以下に示される順序で実行される必要のない以下の工程を備える。さ
らに、以下に一覧表示されていない追加工程が実行され、工程は繰り返しおよび／または
同時に実行されうる。
【００３２】
　前記方法は、前記移動通信装置とダウンロードサーバのあいだにダウンロードリンクを
確立する工程を備える。さらに、前記方法は、前記移動通信装置から医療ケアサーバに少
なくとも１つの第３の医療情報をアップロードするための複数のアップロード通信ソフト
ウェアパッケージからアップロード通信ソフトウェアパッケージを選ぶことを備える。前
記アップロード通信ソフトウェアパッケージの選択は、前記患者によって使用される移動
通信装置の種類に依存する。再び、前記方法は前述されたように、前記患者によって使用
される移動通信装置の前記種類に関する情報の、前記ダウンロードサーバに対する自動的
な伝送を備える。後者のケースでは、前記ダウンロードサーバは、前記患者によって使用
される移動通信装置の前記種類に適した適切な通信ソフトウェアパッケージを自動的に選
択してもよい。代りに、前記患者は、自分が使用している移動通信装置の前記種類を手動
で選択する、または入力してもよい。
【００３３】
　このアップロード通信ソフトウェアパッケージは、前記移動通信装置にダウンロードさ
れ、前述されたように別のユーザアクションによって自動的にインストールされる、また
は起動される。本発明によるこの第２の方法は、前記ユーザが少なくとも１つの第３の医
療情報を前記医療ケアサーバにアップロードできるようにする。この少なくとも１つの第
３の医療情報は、前記少なくとも１つの第２の医療情報について説明されたように、前記
少なくとも１つの第１の医療情報および／または前記少なくとも１つの第２の医療情報の
一部を備えても、これらの情報の１つまたは両方と同一であっても、および／または追加
の情報を備えてもよい。従って、前記少なくとも第３の医療情報は、グルコースレベル情
報、血圧情報、コレステロール値情報、凝固情報、測定時間、インシュリン表示の投与量
情報、および／または他の種類の情報を備える。好ましくは、前記少なくとも１つの第３
の医療情報の前記伝送は、前述された本発明による前記第１の方法と同様に、ショートメ
ッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージの伝送を備える。
【００３４】
　本発明による前記第１の方法と、本発明による前記第２の方法の相違点は、それぞれ前
記少なくとも１つの第２の医療情報と、前記少なくとも１つの第３の医療情報の前記生成
の中にある。本発明による前記第２の方法は、前記移動通信装置と前記携帯医療機器のあ
いだで情報を自動的に交換する工程を必ずしも備える必要はない。従って、本発明による
前記第２の方法の場合、前記ユーザは前記医療ケアサーバに対する伝送のために前記移動
通信装置の中にデータを手作業で入力するのも同様である。前記ユーザは、単に前記携帯
医療機器の出力値を読み取ることによってなんらかの医療情報を取得しても、前記医療ケ
アサーバへの伝送のために前記移動通信サービスの中にこの値を手作業で入力してもよい
。
【００３５】
　本発明の主要な考え方が本発明による両方の方法で類似し、ソフトウェアパッケージが
ダウンロードサーバからダウンロードされるという事実にあるにしても、このダウンロー
ドされるソフトウェアパッケージは、前記移動通信装置と前記携帯医療機器および／また
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は前記移動通信装置から前記医療ケアサーバに前記少なくとも１つの第３の医療情報をア
ップロードするための前記通信ソフトウェアパッケージのあいだの通信のためのソフトウ
ェアパッケージを備える。従って、本発明による両方の方法とも移動健康管理および在宅
医療の考え方をサポートしている。
【００３６】
　さらに、本発明は、たとえば前記に開示された本発明による前記方法で適用できる医療
データを監視するための前記システムを開示する。前記システムは、前述されたように、
携帯医療機器、移動通信装置、およびダウンロードサーバを備える。前記携帯医療機器お
よび前記移動通信装置は、それぞれ、前述された前記種類のデータ転送、好ましくは無線
データ転送のための少なくとも１つのインタフェースを備える。前記移動通信装置および
前記ダウンロードサーバは、ダウンロードリンク、好ましくは無線ダウンロードリンクを
前記移動通信装置と前記ダウンロードサーバのあいだに確立するための手段を備える。表
現「手段」は、ソフトウェアを含む適切なモデム接続だけではなく無線電気通信ネットワ
ークを介してデータを送信するための手段を含む、ハードウェア手段および／またはソフ
トウェア手段を含んでもよい。
【００３７】
　前記ダウンロードサーバ上に、移動通信装置と携帯医療機器のあいだのデータ転送、好
ましくは無線データ転送を制御するための複数の通信ソフトウェアパッケージが記憶され
ている。これらの通信ソフトウェアパッケージは、本発明による前記方法を用いる、前述
されたような通信ソフトウェアパッケージを備える。
【００３８】
　さらに、前記移動通信装置および／または前記ダウンロードサーバは、前記複数の通信
ソフトウェアパッケージから相応して適切な通信ソフトウェアパッケージを選ぶための手
段だけではなく、どの種類の移動通信装置および／またはどの種類の携帯医療装置がユー
ザによって使用されるのかに関する情報を交換するための手段も備える。前記移動通信装
置および／または携帯医療機器の種類に関する情報を交換するための前記手段は、前記移
動通信装置および／または携帯医療機器の種類に関する情報を記憶するためのメモリ等の
ハードウェアおよびソフトウェア手段を含んでも、移動通信装置および／または携帯医療
機器の種類のリストを前記ユーザに提供するソフトウェアを備えても、および／または前
記ユーザによって使用される移動通信装置の前記種類に関する情報の自動伝送のための手
段を備えてもよい。
【００３９】
　本発明による前記システムは、前述されたように本発明の前記方法の１つまたは両方を
実行するためのソフトウェア手段をさらに備える。従って、本発明は、コンピュータプロ
グラムがコンピュータ上またはコンピュータネットワーク上で実行されているあいだに、
前述されたように本発明による前記方法の１つまたは両方を実行するためのプログラム手
段を備える前記コンピュータプログラムを含み、前記コンピュータまたはコンピュータネ
ットワークは移動通信装置、ダウンロードサーバ、および／または医療ケアサーバの一部
である。前記プログラム手段はコンピュータにとって読み取り可能な記憶媒体に記憶され
る。さらに、本発明は記憶媒体を開示し、データ構造が前記記憶媒体に記憶され、前記デ
ータ構造は、コンピュータのまたはコンピュータネットワークの主記憶装置および／また
は作業用記憶域の中にロードされた後に前記に示された説明による前記方法の１つまたは
両方を実行するように適応され、前記コンピュータまたはコンピュータネットワークは、
前記移動通信装置、ダウンロードサーバ、および／または医療ケアサーバの一部である。
【００４０】
　さらに、プログラムコード手段を有するコンピュータプログラム製品が開示され、前記
プログラムコード手段は、前記プログラムコード手段がコンピュータ上またはコンピュー
タネットワーク上で実行される場合に前記に開示された前記方法の１つまたは両方を実行
するために記憶媒体に記憶され、前記コンピュータまたはコンピュータネットワークは、
移動通信装置、ダウンロードサーバ、および／または医療ケアサーバの一部である。その
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中で、コンピュータプログラム製品は取引可能な製品であることが意味されている。それ
は、たとえば紙、および／またはコンピュータ可読データキャリヤの上等の任意の実行可
能な形で存在し、コンピュータネットワークを介して分散される。
【００４１】
　本発明のさらに完全な理解のため、添付図面を参照して以下のとおり説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　図１では、医療データを監視するためのシステム１１０の一実施形態が描かれている。
この一実施形態では、前記システム１１０は携帯電話１１２および血糖測定器１１４とを
備えている。前記携帯電話１１２は、たとえばＧＳＭネットワーク等の移動通信ネットワ
ーク１１８の中でデータを送信し、受信するための手段１１６を備える。さらに、前記携
帯電話１１２は、ディスプレイ１１２とキー１２４だけではなく、記憶手段も付いた少な
くとも１台のマイクロコンピュータ１２０を備える。さらに、前記携帯電話１１２は標準
ＩｒＤＡインタフェースを備える。
【００４３】
　図１による実施形態では、前記血糖測定器１１４は前記システム１１０の前記携帯医療
機器を構成する。他の携帯医療機器は、追加でまたは代りに使用される。この例の前記血
糖測定器１１４は、試験紙１２８を使用する電気化学血糖値測定のための市販されている
標準的な血糖測定器である。前記血糖測定器１１４は、電子構成部品と、血糖値測定を評
価するための少なくとも１台のマイクロコンピュータ１３０とを備える。さらに、前記血
糖測定器１１４は医療情報および他のユーザ情報を表示するためのディスプレイ１３４だ
けではなく、複数のキー１３２も備える。さらに、前記血糖測定器１１４は、標準ＩｒＤ
Ａインタフェース１３６を備える。前述されたように、前記携帯電話１１２と前記血糖測
定器１１４１とを接続するためのインタフェースケーブルを使用するインタフェース等の
、ＩｒＤＡインタフェース１２６、１３６以外の種類のインタフェースが使用される。そ
れにも関わらず、前記無線ＩｒＤＡインタフェース１２６、１３６は、前記携帯電話１１
２と前記血糖測定器１１４のあいだに無線赤外線接続１３８をセットアップすることを可
能にし、このようにして前記患者がかさばるインタフェースケーブルを持ち運ぶ必要性を
回避する。
【００４４】
　無線通信のための手段１１６を使用し、携帯電話１１２が前記移動通信ネットワーク１
１８と無線接続１４０を確立するために備えられる。従って、前記携帯電話１１２は、図
１に象徴的に描かれているインターネット１４２と、図１による実施形態において前記移
動通信ネットワーク１１８に接続されている他のネットワークと接続を確立するために備
えられる。従って、前記携帯電話１１２は、前記インターネット１４２に接続されるダウ
ンロードサーバ１４６との第１の接続、および／または医療ケアサーバ１５０への第２の
接続１４８を確立し得る。前記ダウンロードサーバ１４６および前記医療ケアサーバ１５
０は、必ずしも別々のサーバである必要はなく、１つの前記同じサーバシステムまたはサ
ーバのネットワークに属してもよい。両方のサーバ１４６と１５０とも、記憶手段、デー
タベース手段、評価ソフトウェア手段、および／またはモデム手段等の前記インターネッ
ト１４２に接続するための手段を備える典型的なサーバ手段を備える。これらの典型的な
サーバ手段は、図１に明示的に描かれていない。
【００４５】
　図１によるこの一実施形態の前記医療ケアサーバ１５０は、ラップトップコンピュータ
等のモバイルコンピュータとして描かれている図１の医師の装置１５２に接続されている
。代りに、または加えて、ハンドヘルドコンピュータまたはパームトップコンピュータが
使用される、または医師の携帯電話等の第２の移動通信装置を備えるコンピュータシステ
ムも使用される。前記医師の装置１５２と前記医療ケアサーバ１５０のあいだの前記接続
は、前記医師の装置１５２から前記医療ケアサーバ１５０に記憶されているデータへの高
速で安全なアクセスを可能にする仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）１５４を備え
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る。さらに、前記患者の前記携帯電話１１２にデータを送信する、または前記患者の携帯
電話１１２からデータを受信するために、前記医師の装置１５２から前記携帯電話１１２
にも接続が行われる。従って、医師は、たとえば前記携帯電話１１２によって送信される
医療データを評価してよく、同様に最適な薬物療法に関するデータ等、潜在的な医療反対
作用に関するデータを送信することによって応答する。
【００４６】
　図２では、前述されたような本発明による前記第１の方法の一実施形態が描かれている
。前述されたように、この図に描かれている前記工程は、必ずしも図２に描かれている順
序で講じられる必要はなく、追加の工程が講じられてもよく、工程は繰り返し、または同
時に講じられてもよい。以下では、図２による前記方法は、例示的な目的のためだけに、
図１による前記システム１１０に関連して説明される。そして、前記方法は医療データを
監視するための他のシステムに適用される。
【００４７】
　第１の工程では、患者（ユーザ）は前記移動通信ネットワーク１１８を介して所定の電
話番号に第１のＳＭＳを送信する。このようにして、前記ユーザはダウンロードプロセス
を開始することに対する自らの関心を示す。この電話番号は、たとえば前記ダウンロード
サーバ１４６を備えてもよく、または前記ダウンロードサーバ１４６の一部であってもよ
く、サービスセンタの電話番号であってもよい。この第１のＳＭＳに対する応答として、
工程２１２では、ＷＡＰプッシュメッセージが前記患者の携帯電話１１２に送信される。
前述されたように、このＷＡＰプッシュメッセージは、前記ダウンロードサーバ１４６の
インターネットアドレス等のダウンロード情報を含んでもよい。前記ＷＡＰプッシュメッ
セージは、前記ダウンロードサーバ１４６によって、または任意の他のシステムによって
送信される。
【００４８】
　工程２１４で、前記ユーザは、たとえば前記ディスプレイ１２２で単に前記メッセージ
を選択し、キー１２４を活性化することによって前記ＷＡＰプッシュメッセージを開く。
その結果、工程２１６で、前記携帯電話１１２は前記ダウンロードサーバ１４６に自動的
にナビゲーションし、ダウンロードとセットアップのプロセスを開始する。工程２１８で
は、前記携帯電話の１１２メーカおよび／または前記携帯電話１１２の型式に関する情報
等の、前記ユーザの携帯電話１１２の前記種類に関する前記情報が前記ダウンロードサー
バ１４６に自動的に送信される。結果的に、前記ダウンロードサーバ１４６にインストー
ルされるソフトウェアは、前記患者によって使用されるのに適している通信パッケージの
数を狭める。
【００４９】
　工程２２０では、血糖測定器および／または他の携帯医療機器の種類のリストが、たと
えばこのリストを前記ダウンロードサーバ１４６から前記携帯電話１１２に送信すること
によって、およびこのリストを前記ディスプレイ１２２で表示することによって前記患者
に提示される。前記ユーザは携帯医療機器の前記種類、特に自分が使用することを意図す
る血糖測定器１１４の前記種類を、前記ディスプレイ１２２に表示されている前記リスト
からこの種類の血糖測定器１１４を選択し、「Ｅｎｔｅｒ」キー等のキー１４２の内の１
つの特定のキーを活性化することによって選択する。このようにして、前記ダウンロード
サーバ１４６に記憶されている適切な通信ソフトウェアパッケージが選択され、前記赤外
線接続１３８を介する前記携帯電話１１２と前記血糖測定器１１４のあいだの通信を可能
にする。
【００５０】
　工程２２４では、前記選択されたソフトウェアパッケージをダウンロードし、前記ソフ
トウェアパッケージを前記携帯電話１１２の前記マイクロプロセッサ１２０にインストー
ルするための許可が前記ユーザから要求される。その結果、前記ユーザが、たとえば前記
携帯電話１１２の所定のキー１２４を活性化することによって許可を示すと、前記第１の
接続１４４（ダウンロード接続）を介した前記ダウンロードサーバ１４６から前記携帯電
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話１１２への前記ダウンロードが実行される。このダウンロードは、示されているように
、前記携帯電話１１２と前記血糖測定器１１４のあいだの通信を可能にする通信ソフトウ
ェアパッケージの前記ダウンロードを備える。たとえば前記第２の接続１４８を介して前
記携帯電話１１２と前記医療ケアサーバ１５０のあいだの通信を可能にするソフトウェア
パッケージ等の追加のソフトウェアパッケージがダウンロードされる。たとえば医療情報
を（前）処理するおよび／またはこの医療情報を前記携帯電話１１２の前記ディスプレイ
１２２上に表示するためのソフトウェアパッケージ等の他のアプリケーションソフトウェ
アパッケージだけではなく、医療データを監視するためのデータベースソフトウェア等の
追加のソフトウェアパッケージがダウンロードされる。それにも関わらず、これらのアプ
リケーションソフトウェアパッケージは、代りに、たとえば別のダウンロードサーバ１４
６から別のプロセスでダウンロードされる。
【００５１】
　工程２２８では、前記ダウンロードサーバ１４６からダウンロードされた前記ソフトウ
ェアは、前記携帯電話１１２の前記マイクロコンピュータ１２０にインストールされる。
再び、このインストールは自動的に実行される、またはたとえばインストールのための別
個の許可を与えてから前記ユーザによって開始される。前記インストールを工程２２８で
実行した後、前記携帯電話１１２は前記血糖測定器１１４と通信し、一方向でまたは双方
向で前記血糖測定器１１４と情報を交換する。さらに、前記携帯電話１１２は前記血糖測
定器１１４のいくつかのまたはすべての機能を制御するために使用される。さらに、要す
れば、前述されたように、工程２２８の前記インストールの後に、前記携帯電話１１２が
前記医療ケアサーバ１５０と通信を実行するために備えられ得る。
【００５２】
　工程２３０では、前記患者は前記血糖測定器１１４を使用して血糖測定値を採取する。
従って、前記患者は血液サンプルを試験紙１２８に付け、前記血糖測定器１１４の前記キ
ー１３２を使用して前記測定を開始する。この測定は前記電子構成部品および前記血糖測
定器１１４の前記マイクロコンピュータ１３０によって処理されてよく、この測定の結果
はディスプレイ１３４に表示される、および／または前記血糖測定器１１４のメモリおよ
び／またはデータベースに記憶される。
【００５３】
　工程２３２では、前記携帯電話１１２は、前記血糖測定器１１４から前記携帯電話１１
２への第１の医療情報の伝送を要求する。前述されたように、この第１の医療情報は、工
程２３０で採取された前記血糖測定の結果を備える、またはこの血糖測定から引き出され
るデータを備える。たとえば工程２３０で採取される血糖測定の時刻等の他の種類の情報
が含まれる。さらに、この第１の医療情報は、たとえば従前に採取された血糖測定値の医
療データ等の前記血糖測定器１１４のデータベースに記憶されているデータ等の前記デー
タを備える。前記第１の医療情報は、前記赤外線接続１３８を介して前記携帯電話１１２
に送信される。前記携帯電話１１２では、前記第１の医療情報がメモリに、および／また
は前記マイクロコンピュータ１２０に記憶されているデータベースに記憶される（工程２
３４）。工程２３４では、加えてまたは要すれば、たとえば前記携帯電話１１２の内蔵ク
ロックから取得されるような前記測定および／または前記データ獲得の時刻等の他の情報
がこの第１の医療情報と関連して記憶される。
【００５４】
　前述されたような工程２１０～２３４は、本発明による前記第１の方法の実施形態を独
力で構成する。前記方法は、要すれば図２に描かれている前記工程２３６～２４２を使用
して拡張される。これらの工程は、前記携帯電話１１２と前記医療ケアサーバ１５０のあ
いだの情報の交換を可能にする。従って、工程２３６では、前記第２の接続１４８が、前
記移動通信ネットワーク１１８と前記インターネット１４２を介して前記携帯電話１１２
と前記医療ケアサーバ１５０のあいだで確立される。この第２の接続１４８は、前記携帯
電話１１２と前記医療ケアサーバ１５０のあいだで第２の医療情報を交換することを可能
にする。この例では、この第２の医療情報は工程２３８で、前記携帯電話１１２から前記
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医療ケアサーバ１５０に第２のＳＭＳを送信することによって交換され、前記第２のＳＭ
Ｓは前記第２の医療情報を備える。他の種類の情報交換が使用される。それにも関わらず
、ＳＭＳの前記使用は、情報を交換する高速で費用効率の高い方法を提供する。前記第２
の医療情報は、前述されたように、前記第１の医療情報を完全にまたは部分的に備える。
加えてまたは代りに、前記第１の医療情報は前記携帯電話１１２の前記マイクロコンピュ
ータ１２０で処理されてよく、従って前記第２の医療情報は前記第１の医療情報の処理さ
れた、または前処理された派生物を備える。たとえばユーザの識別番号および／またはピ
ン番号またはパスワード等のユーザ認証等の他の情報が含まれる。
【００５５】
　工程２４０では、この第２の医療情報は、前記医療ケアサーバ１５０上のデータベース
に記憶される。従って、この第２の医療情報は、この第２の医療情報に追加の評価ソフト
ウェアアルゴリズムを適用するために等の追加の動作を実行するためにアクセス可能であ
る。これらの評価ソフトウェアアルゴリズムは前記医療サーバ１５０上で、または前記医
師の装置１５２等の別のコンピュータ上で実行される。前記第２の医療情報および／また
は前記第２の医療情報から引き出される情報が前記患者の重篤なステータスを示す場合に
、前記患者および／または前記医師、または他の医療関係者向けの警告信号を発生させる
警告機能等の警告機能が実現される。工程１４２では、前記第２の医療情報および前記医
療サーバ１５０に記憶されている他の情報が、前記医師の装置１５２から前記ＶＰＮ１５
４を経由してアクセスされる。このようにして前記医師は前記患者のデータを監視してよ
く、同様に、最適な薬物療法を前記患者に通知することによって等、相応して反応しても
よい。
【００５６】
　図３では、本発明による前記第２の方法の好適実施形態が描かれている。前述されたよ
うに、この方法は必ずしも、インタフェース１２６、１３６を有する前記携帯電話１１２
および／または血糖測定器１１４を必要としない。第１の工程３１０では、前記患者は、
前述された工程２１０に同様に、ダウンロードサーバ等のサービスセンタにＳＭＳを送信
することによってダウンロードプロセスを開始する。工程３１２では、ＷＡＰプッシュメ
ッセージが、前述された工程２１２と同様に、前記患者の携帯電話１１２に送信される。
このＷＡＰプッシュメッセージは工程３１４で前記ユーザによって開かれる（前記工程２
１４を参照すること）。結果的に、工程３１６で、前記携帯電話１１２は前記ダウンロー
ドサーバ１４６にナビゲーションする。前記患者の携帯電話１１２の前記種類は、工程３
１８で前記ダウンロードサーバ１４６に送信される（前記工程２１８を参照すること）。
続いて、工程３２０と３２２では、ダウンロードおよびインストールのための許可が前記
患者から要求され、前記ダウンロードが開始される（前記工程２２４と２２６を参照する
こと）。従って、工程３２２では、通信ソフトウェアパッケージが前記ダウンロードサー
バ１４６から前記携帯電話１１２にダウンロードされ、前記携帯電話１１２と前記医療ケ
アサーバ１５０のあいだで第２の通信を確立することを可能にする。前記に示されたよう
に、データベースソフトウェア、または評価のような医療データを監視する、および／ま
たは処理する、またはソフトウェアを表示するための他のアルゴリズムを備えるソフトウ
ェア等の他のソフトウェアがダウンロードされる。前記ソフトウェアは、前述された工程
２２８と同様に、工程３２４で前記携帯電話１１２上に自動的にインストールされる。
【００５７】
　工程３２６では、前記患者は前記血糖測定器１１４を使用して測定値を採取する（前記
工程２３０を参照すること）。続いて、工程３２８では、前記ユーザは前記血糖測定器１
１４の前記ディスプレイ１３４から測定結果を読み出し、たとえば前記キー１２４、また
は音声入力またはタッチパッドを介した入力等の前記携帯電話１１２によってサポートさ
れているデータ入力の任意の他の方法を使用して前記携帯電話１１２の中にこの情報を手
作業で入力する。このデータは、たとえばデータベースの中等の、前記携帯電話１１２の
前記マイクロコンピュータ１２０に記憶される。さらに、工程３３０で、前記ユーザは前
記携帯電話１１２と前記医療ケアサーバ１５０のあいだに前記第２の接続１４８を確立す
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る（前記工程２３６を参照すること）。この第２の接続１４８を介して、工程３３２で、
ＳＭＳが前記携帯電話１１２から前記医療ケアサーバ１５０に送信され、前記ＳＭＳは第
３の医療情報を含んでいる。図２の工程２３８の前記説明の文脈と同様に、この第３の医
療情報は、工程３２８の前記手動データ入力のデータ、および／またはこの手動データ入
力から引き出されるデータを完全にまたは部分的に備える。さらに、ユーザ認証のような
データが送信される。工程３３４では、前記第３の医療情報が前記医療ケアサーバ１５０
の中のデータベースに記憶され、工程３３６は前記医師の装置１５２およびＶＰＮ１５４
を使用して医師によってアクセスされる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】携帯電話および血糖測定器を使用して医療データを測定するためのシステムを示
す。
【図２】医療データを監視するための本発明による第１の方法の実施形態を示す。
【図３】医療データを監視するための本発明による第２の方法の実施形態を示す。
【符号の説明】
【００５９】
１１０　医療データを監視するためのシステム
１１２　携帯電話
１１４　血糖測定器
１１６　移動通信ネットワークとの通信のための手段
１１８　移動通信ネットワーク
１２０　マイクロコンピュータ
１２２　ディスプレイ
１２４　キー
１２６　ＩｒＤＡインタフェース
１２８　試験紙
１３０　電子構成部品およびマイクロコンピュータ
１３２　キー
１３４　ディスプレイ
１３６　ＩｒＤＡインタフェース
１３８　赤外線接続
１４０　無線接続
１４２　インターネット
１４４　第１の接続
１４６　ダウンロードサーバ
１４８　第２の接続
１５０　医療ケアサーバ
１５２　医師の装置
１５４　仮想プライベートネットワーク

２１０　ユーザが第１のＳＭＳをサービス番号に送信する
２１２　ＷＡＰプッシュメッセージが患者の携帯電話に送信される
２１４　ユーザがＷＡＰプッシュメッセージを開く
２１６　ダウンロードサーバへのナビゲーション
２１８　患者の携帯電話の種類がダウンロードサーバに送信される
２２０　携帯医療機器のリストの提示
２２２　使用される携帯医療機器の種類の選択
２２４　ダウンロードおよびインストールの許可が要求される
２２６　ダウンロード
２２８　インストール
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２３０　血糖測定
２３２　第１の医療情報に対する要求および携帯電話への伝送
２３４　第１の医療情報は携帯電話のデータベースに記憶される
２３６　医療ケアサーバに対する接続の確立
２３８　第２の医療情報を備えるＳＭＳが医療ケアサーバに送信される
２４０　第２の医療情報が医療ケアサーバに記憶される
２４２　医師の装置から医療ケアサーバへのアクセス

３１０　ユーザがＳＭＳをサービス番号に送信する
３１２　ＷＡＰプッシュメッセージが患者の携帯電話に送信される
３１４　ユーザがＷＡＰプッシュメッセージを開く
３１６　ダウンロードサーバへのナビゲーション
３１８　患者の携帯電話の種類がダウンロードサーバに送信される
３２０　ダウンロードおよびインストールの許可が要求される
３２２　ダウンロード
３２４　インストール
３２６　血糖測定
３２８　携帯電話に対するデータの手動入力
３３０　医療ケアサーバへの接続の確立
３３２　第３の医療情報を備えるＳＭＳが医療ケアサーバに送信される
３３４　第３の医療情報は医療ケアサーバに記憶される
３３６　医師の装置から医療ケアサーバへのアクセス

【図１】 【図２】
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